
分類 項目 評価内容 配点

元請又はＪＶの代表者企業としての、DXNs要綱に基づき実施した処理能力150t/日以上のごみ焼
却施設の解体実績(15点)

15

元請又はＪＶの代表者企業としての、DXNs要綱に基づき実施した処理能力75t/日以上150t/日未
満のごみ焼却施設の解体実績(10点)

10

元請又はＪＶの代表者企業としての、DXNs要綱に基づき実施した処理能力50t/日以上75t/日未満
のごみ焼却施設の解体実績(5点)

5

元請又はＪＶの代表者企業としての、DXNs要綱に基づき実施した50m以上のごみ焼却施設の煙突
の解体実績(5点)

5

施工計画の実施手順の妥当性 工事の手順が適切であり、コスト削減等の工夫がみられるか。（10点）
５段階
評価 10

工程計画の適切性 各工程の工期が適切に設定されているか。（10点）
５段階
評価 10

施工方法に関する創意工夫 配慮事項が現地の環境条件を踏まえて適切であり、工夫がみられるか。（10点）
５段階
評価 10

施工体制
 (10点)

適切な工事施工体制の構築 本工事の特殊性、専門性に対応した適切な工事施工体制が構築されているか。（10点）
５段階
評価 10

一般車両への安全の配慮 工事車両が一般車両に及ぼす影響を低減する提案がされているか。（10点）
５段階
評価 10

周辺住民への具体的な周知計画 説明会等の実施等、周辺住民への工事の状況・作業内容の具体的な周知計画があるか。（10点）
５段階
評価 10

金属類・電気製品拠点回収に対する配慮
１箇月に１回、旧第１清掃センター駐車場にて実施している金属・電気製品の拠点回収事業に配
慮しているか。（10点）

５段階
評価 10

仮囲い等の設置による周辺環境への配慮 周辺道路や施設から見えることを想定した計画としているか。（10点）
５段階
評価 10

作業者の安全及び健康確保に配慮した施工方法とし、安全衛生確保のための適切な管理体制とす
ること。

作業者の安全と健康確保に配慮した施工方法で、安全衛生確保のための適切な管理体制がある
か。（5点）

５段階
評価 5

アスベスト及びダイオキシン類の作業に係る作業員への安全対策 石綿障害予防規則やダイオキシン類のばく露防止のための具体的な対策を行っているか。（5点）
５段階
評価 5

工事から収集・運搬、最終処分の各工程における温室効果ガス等の排出削減（CO2排出量削減） 低公害型建設機械・低燃費・低排出ガス車の導入等の具体的な提案があるか。（10点）
５段階
評価 10

工事敷地内への工事用車両の出入りにおいて、車両に付着する廃棄物の周囲への流出防止
工事敷地内への工事用車両の出入りにおいて、車両に付着する廃棄物の周囲への流出防止の工夫
がみられるか。（10点）

５段階
評価 10

ストックヤード建築工事における環境配慮 周辺環境への配慮（地下のカーバイド層）があるか。（10点）
５段階
評価 10

監理技術者又は現場代理人として、DXNs要綱に基づき実施した処理能力150t/日以上のごみ焼却
施設の解体実績(15点)

15

監理技術者又は現場代理人として、DXNs要綱に基づき実施した処理能力75t/日以上150t/日未満
のごみ焼却施設の解体実績(10点)

10

監理技術者又は現場代理人として、DXNs要綱に基づき実施した処理能力50t/日以上75t/日未満の
ごみ焼却施設の解体実績(5点)

5

監理技術者又は現場代理人として、DXNs要綱に基づき実施した50m以上のごみ焼却施設の煙突の
解体実績(5点)

5

出資比率が70％以上（20点） 20

出資比率が60％以上70％未満（15点） 15

出資比率が55％以上60％未満（10点） 10

20

総合評価落札方式評価項目

評価基準

　
企
業
の
技
術
力

施工実績
(20点)

ダイオキシン類ばく露防止対策要綱（以下「DXNs要綱」という。）に基づき実施した、地方公共
団体（一部事務組合を含む）が発注したごみ焼却施設（一般廃棄物処理施設（煙突を含む））の
解体工事を施工した実績（※要コリンズ登録による証明又は契約書（写し））

20

配
置
予
定
技
術
者
の
技

術
力

技術者の施工経験
（20点）

監理技術者又は現場代理人が、監理技術者又は現場代理人としてDXNs要綱に基づき実施したごみ
焼却施設解体工事に従事した実績

20

南越清掃組合管内に主たる営業所を有する企業のＪＶの出資比率

施工計画
 (30点)

地
元
企
業
の
参
画

度
ＪＶの地元企業の参画

度
（20点）

周辺住民や周辺環境等
に対する配慮

(40点)

環境負荷低減への取組
み等
(30点)

環
境
負
荷

作業員の労働安全衛生
に対する配慮

(10点)

安
全
・
安
心



分類 項目 評価内容 配点

総合評価落札方式評価項目

評価基準

地下水・土壌
汚染対策
(10点)

本工事中の汚染物の飛散などによる二次汚染によって、周辺土壌や地下水へ汚染が拡散しないよ
う土間コンクリート、防水堤等を設置するなど十分な対策を講ずる必要がある。本工事等で発生
した汚染水、汚水、機器等の洗浄水は、循環利用または産廃処理を行い、場外排水しない。

【飛散・汚染拡散・循環利用・産廃処理】の項目で、対策等の具体的な提案があるか。仕様書を
遵守したうえで技術提案を行うものとし、より効果的で確実な効果が見込める技術提案を高く評
価する。（10点）

５段階
評価 10

騒音・振動対策
(10点)

周辺環境保持に十分配慮すること。また、本工事で使用する重機類等は、低騒音・低振動・排出
ガス対策型にする必要がある。

騒音規制法及び振動規制法に基づく規制基準を上回る提案があるか。仕様書を遵守したうえで技
術提案を行うものとし、より効果的で確実な効果が見込める技術提案を高く評価する。（10点）

５段階
評価 10

粉じん対策
(10点)

本工事に伴う粉じん飛散による周辺環境への影響を防止するため、作業場所を散水、粉じん飛散
防止処理剤等により常に湿潤状態を保つ必要がある。また、必要に応じて作業区域を隙間なく
シート等で養生し、周辺に飛散または散乱等の防止を図る必要がある。

【湿潤状態・作業区域のシート養生】の項目で、対策等の提案をしているか。仕様書を遵守した
うえで技術提案を行うものとし、より効果的で確実な効果が見込める技術提案を高く評価する。
（10点）

５段階
評価 10

アスベスト
対策
(10点)

本工事にあたっては、事前調査等の結果に基づき、建築材料内にアスベストが含まれているか否
かを確認し、含まれている場合は、石綿障害予防規則（以下、「石綿則」という。）等の関連法
令を遵守し、作業の安全確保及びアスベストの飛散防止として湿潤化及び隔離養生等の対策を行
う必要がある。

事前調査を基に独自調査を行う計画があるか、関連法令に対する理解度の分かる提案であるか、
湿潤化及び隔離養生の対策の提案があるか。仕様書を遵守したうえで技術提案を行うものとし、
より効果的で確実な効果が見込める技術提案を高く評価する。（10点）

５段階
評価 10

ダイオキシン類
対策

 (10点)

DXNs要綱等の関連法令を遵守し、事前調査に基づきダイオキシン類へのばく露防止対策のため管
理区域ごとに密閉養生を施し、負圧化する排気装置等により作業環境を保全する必要がある。ば
いじん等の飛散防止のための湿潤化、除去するための高圧洗浄等の水を使用する場合は、周囲へ
の流出を防止するための措置を講ずる必要がある。

【管理区域・密閉養生・湿潤化・除染水の流出】の項目で、対策等の提案がある割合。仕様書を
遵守したうえで技術提案を行うものとし、より効果的で確実な効果が見込める技術提案を高く評
価する。（10点）

５段階
評価 10

環境モニタリング
(10点)

DXNs要綱等の関係法令に準拠し、解体工事前、工事中及び工事後において、解体対象設備の汚染
状況や作業環境、周辺土壌について、測定分析を行う必要がある。

仕様書に謳っている法令基準以外に必要な測定項目の提案があるか。仕様書を遵守したうえで技
術提案を行うものとし、より効果的で確実な効果が見込める技術提案を高く評価する。（10点）

５段階
評価 10

発生材処分
(10点)

本工事で発生する廃棄物及び資源物は、廃棄物処理法、建設リサイクル法等の関係法令に基づ
き、産業廃棄物、特別管理廃棄物、資源物等の種類に応じて分別し、適正に処理・処分・再資源
化する必要がある。

関係法令を熟知した提案となっているか、分別方法や処分に関して具体的な提案があるか。仕様
書を遵守したうえで技術提案を行うものとし、より効果的で確実な効果が見込める技術提案を高
く評価する。（10点）

５段階
評価 10

250評価点数　合計

公
害
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止
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策


